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令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び 

                  資金不足比率の審査について 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 3 条第 1 項及

び第 22 条第 1 項の規定により、令和６年７月２５日付け財第 1403 号をもって審査に付

された令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類について審査した結果、別紙のとおり意見書を提出しま

す。 
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第１の１　実質赤字比率

一般会計等（注1）を対象とした実質赤字額の標準財政規模（注2）に対する比率

【計算式】

実質赤字比率(%) ＝

会計等に係る実質赤字は発生していない。

令和５年度の 実質赤字が発生していな
実質赤字比率(%) 　 いため、算定されない。

　　福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、
　財政運営の悪化の度合いを示す指標

令和５年度の一般会計等に係る実質収支額は5,116,942千円の黒字となり、一般

◎　令和５年度　一般会計等に係る実質収支額 ［単位：千円］

計(3)
=(4)+(5)
+(6)-(7)

繰越明許費
繰越額 (4)

事故繰越額
(5)

事業繰越額
(6)

左記に係る未収
入特定財源 (7)

551,599,927 544,207,450 2,521,084 33,106,709 0 30,585,625 4,871,393

公立大学法人奈良県立医科大学関係経
費特別会計

18,964,064 18,964,064 0 0 0 0 0 0

自動車駐車場及び自動車乗降場費特別
会計

245,719 193,430 0 0 0 0 0 52,289

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 398,612 172,987 225,625 0 0 225,625 0 0

農業改良資金貸付金特別会計 19,625 8,821 10,804 0 0 10,804 0 0

中小企業振興資金貸付金特別会計 1,261,925 161,190 1,100,735 0 0 1,100,735 0 0

証紙収入特別会計 2,933,891 2,740,631 0 0 0 0 0 193,260

林業改善資金貸付金特別会計 294,152 93,365 200,787 0 0 200,787 0 0

公債管理特別会計 146,434,162 146,434,162 0 0 0 0 0 0

育成奨学金貸付金特別会計 1,533,051 51,732 1,481,319 0 0 1,481,319 0 0

地方独立行政法人奈良県立病院機構関
係経費特別会計

7,497,824 7,497,824 0 0 0 0 0 0

731,182,952 720,525,656 5,540,354 33,106,709 0 3,019,270 30,585,625 5,116,942

◎　標準財政規模 ［単位：千円］

(B)

翌年度に繰り越すべき財源

会計名
歳出総額

(2)

339,864,651

一般会計

合　　　計

実質収支額
(1)-(2)-(3)

金　　　額

歳入総額
(1)

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

(注2) 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標
準税収入額等に普通交付税を加算した額をいう。

なお、地方財政法施行令附則の規定により、臨時財政対策債（地方一般財源の不足に対処するため、
投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例として発行される地方債）の発行可能
額も含まれている。

(注1) 一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く）

一般会計等に係る実質赤字額(A)

標準財政規模(B)

＝
339,864,651 千円

＝

(A)
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第１の２　連結実質赤字比率

全会計（注3）を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

【計算式】
連結実質赤字額(A)+(B)+(C)+(D)

連結実質赤字比率(%) ＝

令和５年度の
連結実質赤字比率(%)  ＝ 　　　＝

千円

(注3)　一般会計及び公営事業会計を含む特別会計

標準財政規模(E)

令和５年度の全会計に係る実質収支額又は資金収支額の合計は37,279,877千円の
黒字となり、連結実質赤字は発生していない。

339,864,651

　　全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化
　し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標

連結実質赤字が発生
していないため、算
定されない。

◎　令和５年度　一般会計等に係る実質収支額 ［単位：千円］

計(3)
=(4)+(5)
+(6)-(7)

繰越明許費
繰越額 (4)

事故繰越額
(5)

事業繰越額
(6)

左記に係る未収
入特定財源 (7)

551,599,927 544,207,450 2,521,084 33,106,709 0 30,585,625 4,871,393

公立大学法人奈良県立医科大学関係経費
特別会計

18,964,064 18,964,064 0 0 0 0 0 0

自動車駐車場及び自動車乗降場費特別会
計

245,719 193,430 0 0 0 0 0 52,289

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 398,612 172,987 225,625 0 0 225,625 0 0

農業改良資金貸付金特別会計 19,625 8,821 10,804 0 0 10,804 0 0

中小企業振興資金貸付金特別会計 1,261,925 161,190 1,100,735 0 0 1,100,735 0 0

証紙収入特別会計 2,933,891 2,740,631 0 0 0 0 0 193,260

林業改善資金貸付金特別会計 294,152 93,365 200,787 0 0 200,787 0 0

公債管理特別会計 146,434,162 146,434,162 0 0 0 0 0 0

育成奨学金貸付金特別会計 1,533,051 51,732 1,481,319 0 0 1,481,319 0 0

地方独立行政法人奈良県立病院機構関係
経費特別会計

7,497,824 7,497,824 0 0 0 0 0 0

731,182,952 720,525,656 5,540,354 33,106,709 0 3,019,270 30,585,625 5,116,942

◎　一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計に係る実質収支額 ［単位：千円］

計(3)
=(4)+(5)
+(6)-(7)

繰越明許費
繰越額 (4)

事故繰越額
(5)

事業繰越額
(6)

左記に係る未収
入特定財源 (7)

29,219,426 29,068,749 0 0 0 0 0 150,677

131,192,697 130,694,491 0 0 0 0 0 498,206

160,412,123 159,763,240 0 0 0 0 0 648,883

◎　公営企業会計（法適用企業）に係る資金収支額

32,394,636 0 5,715,388 1,874,484

5,528,893 34,386 4,041,062 1,478,444

37,923,529 34,386 9,756,450 3,352,928

◎　公営企業会計（法非適用企業）に係る資金収支額 ［単位：千円］

計(3)
=(4)+(5)
+(6)-(7)

繰越明許費
繰越額 (4)

事故繰越額
(5)

事業繰越額
(6)

左記に係る未収
入特定財源 (7)

913,009 884,542 36 65,336 0 0 65,300 28,431

913,009 884,542 36 65,336 0 0 65,300 28,431

◎　標準財政規模 ［単位：千円］

 (E)

流動負債
(3)

資金収支額
(1)-(2)-(3)+(4)

28,553,732

2,931,889

31,485,621

控除企業債等
(4)

歳出額
(2)

国民健康保険事業費特別会計

合　　　計

会　　計　　名
流動資産

(1)
控除財源等

(2)

合　　　計

資金収支額
(1)-(2)-(3)

金　　　額

中央卸売市場事業費特別会計

合　　　計

会　　計　　名
歳入額
(1)

339,864,651

翌年度に繰り越すべき財源

(A)+(B)+(C)+(D)=37,279,877千円

県営競輪事業費特別会計

会　　計　　名

翌年度に繰り越すべき財源

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

実質収支額
(1)-(2)-(3)

合　　　計

水道用水供給事業費特別会計

流域下水道事業費特別会計

［単位：千円］

歳出総額
(2)

翌年度に繰り越すべき財源

歳出総額
(2)

実質収支額
(1)-(2)-(3)

会計名

一般会計

歳入総額
(1)

歳入総額
(1)

(A)

(B)

(C)

(D)
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第１の３　実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金等（注4）の標準財政規模等（注5）に対する比率

【計算式】

［単位：千円］

(注４)　一般会計等、公営事業会計及び一部事務組合等が対象

(注５)　標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額

　　地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)の返済額やこれに準ずるものの額の大きさを指標化し、
　資金繰りの度合いを示す指標（3ヶ年平均）

実質公債費比率(%) ＝
   （右の値の３ヶ年平均）

（地方債の元利償還金(A)＋準元利償還金(B)）－（特定財源(C)＋
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D)）

標準財政規模(E)－
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D）

［単位：千円］

令和5年度 令和4年度 令和3年度

地方債の元利償還金（繰上償還額等を除く）  (A) 62,942,297 66,485,388 67,010,541

準元利償還金 (B) 10,268,631 11,774,189 13,864,630

満期一括償還地方債の元金償還相当額等 9,432,988 9,502,189 10,036,742

公営企業債の償還に充てたと認められる繰出金 470,110 429,152 326,937

73,548 82,738 161,536

公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出 291,985 1,760,110 3,339,415

一時借入金の利子 0 0 0

特定財源（公営住宅等使用料等） (C) 721,772 1,345,875 963,568

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 (D) 48,104,217 49,131,745 50,289,912

標準財政規模 (E) 339,864,651 336,500,795 344,762,447

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金

区　　　　　分

%

令和5年度 令和4年度 令和3年度
　令和５年度の
　実質公債費比率(%) 24,384,939 27,781,957 29,621,691
　(３ヶ年平均) 291,760,434 287,369,050 294,472,535

＝　（ ＋ ＋ ）÷３

＝ 9.3

）÷３

8.35786 % 9.66769 %

 ×100  ×100（

10.05924 %

 ×100＋ ＋＝
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第１の４　将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債（注6）の標準財政規模等に対する比率

【計算式】

 将来負担比率(%) ＝

309,589,413 千円

291,760,434 千円

(注6)　一般会計等、公営事業会計、一部事務組合等に加え、地方公社・第3セクター等も対象

　地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等
の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標

 令和５年度の

 将来負担比率(%) ＝ × 100 ＝ 106.1%

将来負担額(A)－充当可能財源等(B)

標準財政規模(C)－
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額(D)

◎　令和５年度　将来負担額 ［単位：千円］

区　　　　分 会計名等 金　　額

地方債の現在高 一般会計 897,363,399

公立大学法人奈良県立医科大学関係経費
特別会計

22,883,682

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 487,942

農業改良資金貸付金特別会計 4,750

中小企業振興資金貸付金特別会計 1,374,494

地方独立行政法人奈良県立病院機構関係
経費特別会計

35,134,237

計 957,248,504

債務負担行為に基づく支出予定額 一般会計 8,549,898

公営企業債等繰入見込額 水道用水供給事業費特別会計 0

流域下水道事業費特別会計 3,975,111

中央卸売市場事業費特別会計 1,436,636

計 5,411,747

一部事務組合等負担等見込額 南和広域医療企業団 1,505,544

関西広域連合 134

計 1,505,678

退職手当負担見込額 一般会計 83,297,870

土地開発公社 0

公立大学法人奈良県立医科大学 71,948

地方独立行政法人奈良県立病院機構 13,739,196

公立大学法人奈良県立大学 0

（公財）奈良県地域産業振興センター 0

計 13,811,144

1,069,824,841

◎　充当可能財源等 ［単位：千円］

金　　額

194,416,772

8,548,094

557,270,562

760,235,428

◎　標準財政規模 ［単位：千円］

339,864,651

◎　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ［単位：千円］

48,104,217

合　　　　　　　計

区　　　　分

地方債の償還額等に充当可能な基金

地方公社・第３セクター等の負債額等負
担見込額

地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額

金　　　　　　額

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

合　　　　　　計

金　　　　　　額

(A)

(B)

(C)

(D)
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第２の１　資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

【計算式】
資金の不足額(A)

資金不足比率(%)　 ＝
 事業の規模(B)

令和５年度の公営企業ごとの資金不足比率

　○　水道用水供給事業

千円

　○　流域下水道事業

千円

　○　中央卸売市場事業

千円504,450

　　　　資金不足は発生していない

　　　　中央卸売市場事業に係る資金収支額は28,431千円の黒字となり、
　　　　資金不足は発生していない

＝

＝

　　　　資金不足は発生していない

　　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化
　し、経営状態の悪化の度合いを示す指標

＝
9,783,178

6,325,122

　　　　水道用水供給事業に係る資金収支額は28,553,732千円の黒字となり、

　　　　流域下水道事業に係る資金収支額は2,931,889千円の黒字となり、

資金不足が発生していな
いため、算定されない

資金不足が発生していな
いため、算定されない

資金不足が発生していな
いため、算定されない

◎　資金の不足額 ［単位：千円］

水道用水供給事業費特別会計 32,394,636 0 5,715,388 1,874,484

流域下水道事業費特別会計 5,528,893 34,386 4,041,062 1,478,444

◎　資金の不足額 ［単位：千円］

計(3)
=(4)+(5)
+(6)-(7)

繰越明許費
繰越額 (4)

事故繰越額
(5)

事業繰越額
(6)

左記に係る未収
入特定財源 (7)

中央卸売市場事業費特別会計 913,009 884,542 36 65,336 0 0 65,300 28,431

◎　事業の規模 ［単位：千円］

会計名
営業収益等

(1)
受託工事収益

(2)
事業の規模
(1)-(2)

水道用水供給事業費特別会計 9,802,884 19,706 9,783,178

流域下水道事業費特別会計 6,325,122 0 6,325,122

中央卸売市場事業費特別会計 504,450 0 504,450

資金収支額
(1)-(2)-(3)

法非適用企業会計名
歳入額
(1)

歳出額
(2)

翌年度に繰り越すべき財源

2,931,889

資金収支額
(1)-(2)-(3)+(4)

28,553,732

法適用企業会計名
流動資産

(1)
控除企業債等

(4)
控除財源等

(2)
流動負債

(3)

(A1)
(A2)

(A3)

(B2)
(B1)

(B3)
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○　一般会計

○　特別会計（公営事業会計を除く）

・　公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計

・　奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計

・　奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

・　奈良県農業改良資金貸付金特別会計

・　奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計

・　奈良県証紙収入特別会計

・　奈良県林業改善資金貸付金特別会計

・　奈良県公債管理特別会計

・　奈良県育成奨学金貸付金特別会計

・　地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計

○　地方財政法上の公営企業以外の事業かつ地方公営企業法の非適用事業

・　奈良県営競輪事業費特別会計

・　奈良県国民健康保険事業費特別会計

○　地方財政法上の公営企業かつ地方公営企業法の非適用事業

・　奈良県中央卸売市場事業費特別会計

○　地方公営企業法の適用事業

・　奈良県水道用水供給事業費特別会計

・　奈良県流域下水道事業費特別会計

○　一部事務組合・広域連合

・　南和広域医療企業団

・　関西広域連合

○　土地開発公社

・　奈良県土地開発公社

○　地方独立行政法人

・　公立大学法人奈良県立医科大学

・　地方独立行政法人奈良県立病院機構

・　公立大学法人奈良県立大学

○　第三セクター（損失補償債務のある設立法人）

・　（公財）奈良県地域産業振興センター

一部事務組合等

　地方公社・第３セ
  クター等

一般会計等

公営事業会計

公営企業会計

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

公
営
企
業
ご
と
に
算
定

健全化判断比率等の対象範囲（令和５年度決算）

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

地

方

公

共

団

体
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■ 早期健全化基準等（都道府県）

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２条及び第２３条、同法施行令第７条、第８条及び第１９条に規定）

早期健全化基準等について

１ 早期健全化基準とは
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況におい

て、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準である。
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、

「財政健全化計画」を議会の議決を経て定め、速やかに公表し、総務大臣へ報告しな
ければならず、さらに、毎年度、その実施状況を議会へ報告し、公表しなければなら
ない。
実施状況を踏まえ、総務大臣は必要な勧告をすることができる。

２ 財政再生基準とは
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自

主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を
図るべき基準である。
地方公共団体は、健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた３つの指標のいず

れかが財政再生基準以上である場合には、「財政再生計画」を議会の議決を経て定め、
速やかに公表しなければならない。なお「財政再生計画」に総務大臣の同意を得てい
る場合でなければ、原則として地方債の起債ができない。また、計画に適合しない財
政運営であると認められる場合等において、総務大臣は予算の変更等必要な措置を勧
告することができる。

早期健全化基準 財政再生基準

①　実質赤字比率 3.75% 5%

②　連結実質赤字比率 8.75% 15%

③　実質公債費比率 25% 35%

④　将来負担比率 400% －

○　資金不足比率

経営健全化基準

20%

３ 経営健全化基準とは
地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準であ

る。
地方公共団体は、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、公営企業

の「経営健全化計画」を議会の議決を経て定め、速やかに公表し、総務大臣へ報告し
なければならず、さらに、毎年度、その実施状況を議会へ報告し、公表しなければな
らない。
実施状況を踏まえ、総務大臣は必要な勧告をすることができる。
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